
令和８年度（令和７年分）申告フローチャート
○ あなたは申告する必要があるでしょうか？下のチャートを使って確認してみましょう。

判定 結果（注意事項有）

所得税の確定申告が
必要です。

町県民税の申告が必
要です。

町県民税の申告が必
要になる場合があり
ます。

確定申告及び町県民
税の申告は不要で
す。

注意事項

所得税の確定申告書を提出すれば、町県民税の申告は不要となります。確定申
告書の２表の「住民税・事業税に関する事項」欄に該当する場合は、必ず記入
してください。※源泉徴収税額の関係から、控除を追加しても還付にならない
場合があります。

所得税が源泉徴収されていて、所得税の還付申告を行う場合は、行橋税務署へ
確定申告書の提出が必要となります。

所得・税金に関する証明書を取得する場合や、国民健康保険税または後期高齢
者医療保険料の軽減措置等を受ける場合には、町県民税の申告が必要になりま
す。

所得税が源泉徴収されていて、所得税の還付申告を行う場合は、行橋税務署へ
確定申告書の提出が必要となります。

申告相談先

行橋税務署
みやこ町 税務課

みやこ町 税務課

みやこ町 税務課

スタート
令和８年１月１日現在、

みやこ町に住んでいまし

たか。

みやこ町での申告は不要で

す。令和８年１月１日に住

んでいた市区町村に相談し

てください。

令和７年中（２０２５年中）にどのような収入がありましたか？（非課税所得のみは⑤へ）

税法上、町内

の親族の扶養に

なっている。

給与収入が

2,000万円を超

えている。

年金収入が400

万円を超えてい

る。

収入が経費と所

得税の控除の合

計を超えている。

① 収入なし ② 主に給与 ③ 主に公的年金 ④ 主に営業・農
業・不動産

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

年金以外の収入

がある。
次の①、②のいずれ

かに該当する。

① ６５歳以上

（S36.1.1以前生ま

れ）で年金収入合計

額が148万円以下であ

る。

② ６５歳未満

（S36.1.2以後生ま

れ）で年金収入合計

額が98万円以下であ

る。

年金以外の所得が

20万円を超える。

勤務先は１か所のみで

年末調整をしている

（複数あっても年末調

整で合算している場合

は「はい」へ）

収入が160万円

以上である。

控除の追加がある。 給与以外の所得が

ある。

勤務先からみやこ町

に「給与支払報告

書」が提出されてい

る。

年金以外の所得は給与のみである。

給与以外の所得が20万

円を超える。

年金から所得税が天引

きされている。
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